
６．地域の観光・文化へのサポート
（１）地域の魅力づくりへのサポート

区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

①県から
市町村に
対する直
接助成 文化財保存事業費

補助金（埋蔵）

埋蔵文化財発掘調査費等補助
　個人住宅の建設等に伴う発掘調査、出土遺物保存処理等に対する
　助成
    スキーム：国50%（直接助成）　県25%　市町村25%
    助成対象：奈良市外15市町村

　　県予算額：27,101千円

市町村 奈良県
地域創造部
文化財課

文化財保存事業費
補助金（有形）

伝統的建造物群保存修理補助
　伝統的建造物群保存地区の保存のために行われる修理・修景・調
　査等に対する助成
    スキーム：国50%・65%（直接助成）　県10%　市町村40%・25%
    助成対象：橿原市、五條市、宇陀市

 　 県予算額：7,905千円

美術工芸品防災施設整備及び史料調査への補助
　市町村が事業主体となる防災施設整備及び史料調査事業に対する
　助成
　　スキーム：国65%・50%（直接助成）　県３%　市町村32%・47%
    助成対象：桜井市、御所市

 　 県予算額：251千円

市町村 奈良県
地域創造部
文化財課

文化財保存事業費
補助金（記念物）

史跡地公有化補助（国指定）
　史跡・名勝等の保存と活用のために実施される買上げ等の公有化
　事業に対する助成
　　スキーム：国80%（直接助成）　県6.67%　市町村13.33%
    助成対象：奈良市外５市町村

 　 県予算額：25,142千円

史跡地整備事業補助（国指定）
　史跡・名勝等の保存と活用のために実施される史跡整備事業に対
　する助成
    スキーム：国50%（直接助成）　県15～20%　市町村35～30%
    助成対象：奈良市外９市町村

 　 県予算額：46,868千円

記念物整備事業補助（国指定）
　天然記念物再生及び緊急調査に対する助成
　　スキーム：国50%（直接助成）　県15%　市町村35%
    助成対象：奈良市、宇陀市

 　 県予算額：2,471千円

市町村 奈良県
地域創造部
文化財課

文化資源活用補助
金

国・県・市町村指定及び未指定文化財の活用等に対する助成
　スキーム：県1/2　市町村等1/2
　助成対象：市町村等

　県予算額：15,500千円

市町村等 奈良県
地域創造部
文化財課

奈良県観光地域づ
くり推進補助金

地域における「観光地域づくり」を推進するため、地域の観光課題
の解決に資する取組に対する助成
　助成内容：受入環境の整備、魅力の磨き上げ等
　スキーム：県1/2　実施主体1/2、県1/3　実施主体2/3

　県予算額：30,000千円

市町村等 奈良県
観光局
観光力創造
課

②県から
地域づく
り団体に
対する直
接助成 奈良中心市街地の

交通対策事業

奈良市も参画している奈良中心市街地公共交通活性化協議会に対す
る支援
　奈良公園ぐるっとバスの運行
　パーク＆ライド、交通対策調査等の実施
　スキーム：県10/10
　支援対象：奈良中心市街地公共交通活性化協議会

　県予算額：156,000千円

市町村が参
画する協議
会

奈良県

県土マネジ
メント部
道路建設課

観光局
奈良公園室
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区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

②県から
地域づく
り団体に
対する直
接助成 奈良の鹿保護育成

事業

天然記念物であり、奈良の重要な観光資源となっている「奈良のシ
カ」を保護するため、「奈良のシカ」の保護団体への補助や啓発等
事業を実施（一般財団法人奈良の鹿愛護会への助成、鹿に関する啓
発イベントの実施等）
  支援内容：奈良の鹿保護育成事業実行委員会への負担金
  スキーム：県1/2　奈良市1/3　春日大社1/6

　県予算額：48,711千円

実行委員会 奈良県
観光局
奈良公園室

③県庁力
によるサ
ポート

刊行物等による県
政広報事業

「県民だより奈良」の発行
　県内全戸配布の県政広報誌で県の施策、イベント等を紹介
　点字、音声版も作成
　　支援内容：｢市町村ガイド｣のコーナーで市町村の情報を紹介
　　　　　　　（１月あたり1ページ×12月）
　
　　県予算額：12,607千円

市町村 奈良県
知事公室
広報広聴課

観光ボランティア
ガイド育成強化事
業

県内各地域で活躍中の観光ボランティアガイドに対して、資質向
上、相互交流のための研修を実施
  支援内容：観光ボランティアガイド研修会
　支援対象：県内観光ボランティアガイド団体

　県予算額：621千円

観光ボラン
ティアガイ
ド団体

奈良県
観光局
観光戦略課

奈良県観光ＤＸ推
進事業

旅行者の消費拡大、来訪促進、観光産業の収益・生産性向上を図る
ために観光分野のＤＸを推進
　奈良県観光リコメンドサービス「ならいこ」の運用及び利用促進
　観光データ「見える化」ツールの運用及び利用促進
　
　県予算額：40,000千円

市町村等 奈良県
観光局
観光戦略課

観光統計調査事業

人流解析データ等により、県内観光入込客数を把握
　令和６年度に構築したツールを用いた入込客数の把握及びツール
　の保守・運用

　県予算額：7,000千円

市町村等 奈良県
観光局
観光戦略課

観光地域づくり推
進事業

県内における実践的かつ効果的な観光地域づくりを推進

　県予算額：79,000千円
市町村等 奈良県

観光局
観光力創造
課

新 観光地の脱炭素
化推進事業

観光地の脱炭素化を目指す市町村と連携し、脱炭素化に向けた調査
や実証事業等を実施

　県予算額：5,000千円

市町村 奈良県
観光局
観光力創造
課

「奈良まほろば
館」運営高度化事
業

首都圏の情報発信拠点「奈良まほろば館」において、県産品の販売
や飲食の提供を行うとともに、イベントや県内の観光案内等を実施
することにより、本県の観光、食・特産品等の魅力を発信
  支援内容：市町村のイベント等の企画・運営に係る助言、広報等

  県予算額：16,813千円

市町村 奈良県
観光局
観光力創造
課

奈良県観光キャン
ペーン事業

首都圏をはじめ全国からの誘客を図るため、歴史的な事跡や食・食
文化等を活用した周遊促進プロモーションを実施
　支援内容：旅行博やＰＲイベント等での共同出展や市町村の
　　　　　　ＰＲツールの配布、ＳＮＳ等での情報発信など

　県予算額：155,567千円

市町村 奈良県
観光局
観光力創造
課

奈良県観光情報サ
イト管理運営事業

奈良県ビジターズビューローが管理運営する観光公式ＨＰである
「あをによしなら旅ネット」を活用し、市町村のイベントや観光情
報の掲載及び市町村と協力した情報発信を実施

　県予算額：6,217千円

市町村等 奈良県
観光局
観光力創造
課
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区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

④国から
の助成 都市・農山漁村の

地域連携による子
ども農山漁村交流
推進事業

子どもの農山漁村体験交流の取組の拡大、定着を図るため、送り
側・受入側の地方公共団体双方が連携して行う実施体制の構築を支
援する事業等を実施

市町村 総務省
知事公室
市町村振興
課

日本遺産認定・支
援事業

点在する有形・無形の文化財をストーリーとして認定した日本遺産
の情報発信・普及啓発・活用整備事業に対する助成
  助成対象：認定を受けた市町村
　助成割合：情報発信・普及啓発10/10
　　　　　　活用整備事業1/2～2/3

市町村等に
よって構成
される協議
会

文化庁
地域創造部
文化財課

文化財保存事業費
関係補助金

建造物・美術工芸品・記念物・埋蔵文化財・伝統的建造物群の保存
・修理・調査、名勝・史跡・天然記念物等の保護、民俗文化財の伝
承基盤整備、史跡地等の公有化、史跡地の環境整備等の文化財保護
法に基づく文化財の保存・活用事業に対する助成
　スキーム：有形文化財修理（建造物・美工）
　　　　　　  国50%～85%　県3%～5%　所有者等47%～10%
　　　　　  有形文化財修理（伝統的建造物群の保存修理・調査）
　　　　　　　国50%・65%　県10%　市町村40%・25%
　　　　　　伝承基盤整備（民俗文化財）
　　　　　　　国50%　県25%　保護団体25%
　　　　　　史跡地等公有化（記念物）
　　　　　　　国80%　県6.67%　市町村13.33%
　　　　　　史跡地等環境整備（記念物）
　　　　　　　国50%　県15～20%　市町村等35～30%
　　　　　　埋蔵文化財発掘調査
　　　　　　　国50%　県25%　市町村25%
　　　　　　埋蔵文化財公開活用
　　　　　　　国50%　県3%　市町村47%

文化財所有
者・管理団
体・保持団
体、市町村

文化庁
地域創造部
文化財課

地域文化財総合活
用推進事業（地域
文化遺産）

我が国の「たから」である地域の多様で豊かな文化遺産を活用し
た、伝統芸能・伝統行事の公開人材育成、古典に親しむ活動等、各
地域の実情に応じた特色ある総合的な取組に対する助成
　助成割合：85％

市町村等、
民間事業者

文化庁
地域創造部
文化財課

地域文化財総合活
用推進事業（文化
財保存活用地域計
画作成）

市町村が、地域に存在する文化財を指定・未指定にかかわらず幅広
く把握し、その周辺環境を含めて総合的に保存・活用するための地
域計画作成に必要となる経費に対する助成
　助成割合：10/10以内

市町村 文化庁
地域創造部
文化財課

地域文化財総合活
用推進事業（地域
伝統行事・民俗芸
能等）

担い手が減少し行事等の継承が困難になっている一方で、地域活性
化等に資する役割が認識され、その積極的な活用が期待されている
伝統行事や民俗芸能等の用具の修理・後継者養成などの取組に対す
る助成
　助成割合：85％
（継承枠の上限額10,000千円、振興枠の上限額50,000千円）

実行委員会 文化庁
地域創造部
文化財課

地域文化財総合活
用推進事業（世界
文化遺産）

文化振興と地域活性化を推進するため、「世界遺産」に登録された
地域で行われる文化遺産の価値・魅力の発信や保存・活用の担い手
の育成、遺産の公開やシンポジウムの開催等の取組に対する助成
　助成割合：予算の範囲内において定額

実行委員会 文化庁
地域創造部
世界遺産室

訪日外国人旅行者
受入環境整備緊急
対策事業（交通
サービス調査事
業）

訪日外国人旅行者等が移動を円滑に行うための交通サービスに関す
る調査に係る事業等に対する助成
　助成割合：調査事業1/2（上限額10,000千円）
　　　　　　利用促進事業1/2

協議会、市
町村

観光庁

県土マネジ
メント部
リニア・地
域交通課

地方創生（整備）
推進交付金

地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域の活力の再
生を総合的かつ効果的に推進するため、地域における交通の円滑化
及び産業振興のための道整備や地域の人々の生活環境の改善のため
の汚水処理施設整備を支援
　助成割合：通常の国庫補助事業における補助率と同じ
　　　　　　（ただし５年間のパッケージで事業認定し、年度間融
　　　　　　　通が可能）

市町村 内閣府

まちづくり
推進局
県土利用政
策課
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区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

⑤公的団
体からの
助成 研修派遣支援

奈良県広報協会による広報研修への市町村職員の派遣を支援
　支援内容：派遣経費を協会で負担
　支援対象：県広報協会会員市町村

会員市町村
奈良県広
報協会

知事公室
広報広聴課

移住・定住・交流
推進支援事業

地方が都市住民などを受け入れる移住や、交流人口の増加等につな
がる地域交流の推進により、地域を活性化することを目的として、
地域団体もしくは市町村等が自主的･主体的に実施する移住・交流事
業に対する助成
　助成金額：2,000千円（上限）
　助成割合：10/10以内

市町村、広
域連合、一
部事務組
合、協議会

（一財）
地域活性
化セン
ター

知事公室
市町村振興
課

地域づくり団体が
行う研修会等に対
する助成

地域づくり団体全国協議会に登録している地域づくり団体が行う研
修会等に対する助成
　助成金額：150千円（上限）

地域づくり
団体

（一財）
地域活性
化セン
ター

こども・女
性局
教育振興課

地方移住・関係人
口創出事業

市町村が行う地方移住・関係人口創出を目的とした事業（お試し移
住支援事業、地域企業等人材マッチング支援事業、地方創生テレ
ワーク促進事業、地域の魅力・情報発信支援事業等）に対する助成
　助成金額：3,000千円（上限）
　助成割合：10/10以内

市町村
（公財）
地域社会
振興財団

知事公室
市町村振興
課

地方創生アドバイ
ザー事業

地方創生に向けて適切な助言を行う各分野の専門家を招聘し、自主
的・主体的・継続的に地域づくり活動に取り組む事業に対する助成
　助成金額：200千円（上限）
　助成割合：10/10以内

市町村、広
域連合、一
部事務組
合、協議会

（一財）
地域活性
化セン
ター

知事公室
市町村振興
課

⑥アドバ
イス・相
談 「地域活性化伝道

師」派遣制度

内閣府に登録された地域興しのスペシャリスト（地域活性化伝道
師）を派遣し、地域の活性化に向けた意欲的な取組に対して指導・
助言を行うなど、地域からの相談に対する総合コンサルティング業
務を実施

－ 内閣府

まちづくり
推進局
県土利用政
策課
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６．地域の観光・文化へのサポート
（２）地域の文化芸術活動を推進するためのサポート

区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

④国から
の助成

文化芸術創造拠点
形成事業

地域の文化芸術資源を活用して地方公共団体が主体的に実施する文
化事業であり、文化芸術に携わる専門的人材を軸としながら地域住
民の積極的な参加の下で文化芸術創造拠点の形成を志向し、人材育
成・調査研究等の基盤的事業や多様な文化芸術事業等の企画を有機
的に連動させることで地域の総合的な文化芸術振興を企図する事業
に対する助成
　助成割合：1/2以内
　助成上限：80,000千円

地方公共団
体

文化庁
地域創造部
文化振興課

劇場 ・音楽堂等の
子供鑑賞体験支援
事業

子供たちが劇場・音楽堂等において本格的な実演芸術を鑑賞・体験
等する機会を提供する取組を支援することにより、子供たちの豊か
な人間性の涵養を図るとともに、将来の文化芸術の担い手や観客育
成に資することを目的とし、劇場・音楽堂等で行われる実演芸術の
公演であって、１８歳以下の子供が無料で鑑賞できる劇場・音楽堂
等で行われる実演芸術の公演に要する経費に対する助成
　助成割合：1/2又は子供無料とした座席料金総額の２倍のいずれか
　          低い方
　助成上限：30,000千円～40,000千円
　　　　　　（子ども無料席の割合により異なる）

劇場・音楽
堂等の設置
者又は管理
者、専門性
を有する実
演芸術団体

文化庁
地域創造部
文化振興課

伝統文化親子教室
事業（統括実施
型）

次代を担う子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日
本舞踊、華道、茶道、食文化、囲碁、将棋などの伝統文化等に関す
る活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に
対する助成
　助成金額：500千円（上限：教室の規模により異なる）

伝統文化等
の振興等を
目的とする
複数の団体
で構成する
統括団体

文化庁
地域創造部
文化振興課

伝統文化親子教室
事業（教室実施
型）

次代を担う子供たちが親とともに、茶道、華道、和装、囲碁、将棋
などの伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得でき
る機会を提供する取組に対する助成
　助成金額：500千円（上限：教室の規模により異なる）

伝統文化等
の振興等を
目的とする
団体

文化庁
地域創造部
文化振興課

伝統文化親子教室
事業（地域展開
型）

地方公共団体や伝統文化等の指導者等が一体となって、教室実施が
困難な地域において伝統文化等の参加や体験機会を提供することに
より、より多くの子供たちが伝統文化等に気軽に触れられる機会を
提供し、幅広い参加を促進するとともに、伝統文化等への興味・関
心を高める取組に対する助成
　助成金額：上限15,000千円
           （大規模に実施する事業については40,000千円を上限）

地方公共団
体等

文化庁
地域創造部
文化振興課

⑤公的団
体からの
助成 優秀映画鑑賞推進

事業

広く国民に優れた映画の鑑賞の機会を提供するため（独）国立美術
館国立映画アーカイブが所蔵する映画フィルムの公開上映の実施に
対する助成
　助成内容：映画フィルムの提供　ほか

公立文化施
設

（独）国
立美術館
国立映画
アーカイ
ブ

地域創造部
文化振興課

芸術文化振興基金
助成金

１ 芸術文化振興基金による助成事業
（１）芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及活動
（２）地域の文化振興を目的として行う活動
（３）文化に関する団体が行う文化の振興、普及活動
２ 文化芸術振興費補助金による助成事業
（１）舞台芸術等総合支援事業（創造団体支援）
（２）舞台芸術等総合支援事業（国際芸術交流支援）
（３）舞台芸術等総合支援事業（劇場・音楽堂等向け支援）
（４）劇場・音楽堂等活性化・ネットワーク強化事業
（５）映画製作への支援
　　助成金額：活動の規模等に応じて定額　ほか

地方公共団
体、文化団
体等

（独）日
本芸術文
化振興会

地域創造部
文化振興課

地域住民のための
コンサート

各地の公共ホールへ著名な演奏家を派遣し、都道府県、当該市町
村、財団の三者共同主催により、地域住民へ廉価で質の高いコン
サートを提供
　助成対象：演奏家に対する出演料、交通費、宿泊費、楽器運搬費
　　　　　　等

市町村

（公財）
三井住友
海上文化
財団

地域創造部
文化振興課
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区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

⑤公的団
体からの
助成 文化の国際交流活

動に対する助成

音楽・郷土芸能の分野でアマチュア団体が行う国際交流活動に対す
る助成
　助成金額：１事業企画につき500千円
            但し、助成対象事業がより有意義で優れていると
            判断した場合は、助成金額を最大100万円まで増額

アマチュア
団体

（公財）
三井住友
海上文化
財団

地域創造部
文化振興課

コミュニティ助成
事業（地域の芸術
環境づくり助成事
業）

市町村等が自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美
術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」を伴
うソフト事業に対する助成
　助成割合：助成対象経費から入場料等収入を控除した額の2/3以内
　助成上限：5,000千円

市町村等
（一財）
自治総合
センター

地域創造部
文化振興課

宝くじ文化公演事
業

コミュニティ活動の充実・強化により、地域社会の健全な発展と住
民福祉の向上を図ることを目的に、地域の人々に上質な音楽、演劇
等を提供する取組に対する助成
　助成対象：演奏会出演者にかかる経費等

市町村等
（一財）
自治総合
センター

地域創造部
文化振興課

文化財保存修復事
業助成

国指定以外の美術工芸品のうち、屋内展示が可能で、社会的意義の
高い保存・修復事業に対する助成
　助成対象：上記美術工芸品の所有者
　　　　　　ただし営利企業等及びその関係者は対象外
　助成金額：１件につき500万円を上限

文化財所有
者

（公財）
三菱財団

地域創造部
文化財課

民俗芸能および民
俗技術等地域の伝
統文化の継承活動
支援

古来より各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の保存・
継承活動、特に後継者育成のための諸活動に対する助成
　助成金額：「民俗芸能」は１件につき700千円を上限
            「民俗技術」は１件につき400千円を上限
　助成割合：10/10

団体・個人

（公財）
明治安田
クオリ
ティオブ
ライフ文
化財団

地域創造部
文化財課

文化財保存修復助
成

県指定文化財又は市指定文化財で修理等を行う有形文化財又は有形
民俗文化財のうち、所有者の負担が大きい事業に対する助成
　助成金額：定額

団体・個人

（公財）
文化財保
護・芸術
研究助成
財団

地域創造部
文化財課

地域創造部
文化振興課

地域の文化・芸術
活動助成事業

創造プログラム
　地方公共団体等の自主事業の企画制作能力の向上及び公立文化施
  設の利活用の推進等を図るため、地域の活性化に寄与する長期的
  展望を有し、発展的・継続的に事業を実施するうえで他の地域の
  参考となるような顕著な工夫が認められる公演、展覧会事業に助
  成
　　助成割合：助成対象経費から入場料等収入を控除した額の1/2以
　　　　　　　内
　　助成上限：10,000千円
連携プログラム
　新たに自ら企画し、３以上の地方公共団体等が連携して、共同で
　制作する公演・展覧会のうち「地域交流プログラム」を伴う事業
　に対する助成
　　助成割合：助成対象経費から入場料等収入を控除した額の2/3以
　　　　　　　内
　　助成上限：連携を構成する１地方公共団体等につき5,000千円、
   　　 　　　全体30,000千円
研修プログラム
　地域の文化・芸術活動を担う者のスキルの向上ノウハウの習得な
　どを目指す、地方公共団体等が自ら主体的に企画・実施する実践
　的な人材育成事業に対する助成
　　助成割合：助成対象経費から入場料等収入を控除した額の2/3以
              内
　　助成上限：2,000千円
公立文化施設活性化計画プログラム
　地域において果たすべき公立文化施設の役割とそれを実現するた
　めの方策を登載した計画を、地方公共団体等が自ら主体的に企画
　し策定する事業に対する助成
　　助成割合：助成対象経費から入場料等収入を控除した額の2/3以
              内
　　助成上限：2,000千円

地方公共団
体等

（一財）
地域創造
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区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

⑤公的団
体からの
助成

文化財維持・修復
事業助成

芸術的、学術的に価値のある後世に継承すべき美術工芸品の維持・
修復事業に対する助成
　助成対象：上記文化財の所有者
　　　　　　ただし、①営利法人、②営利目的あるいは私的鑑賞を
　　　　　　目的に所有又は管理する個人は対象外
　助成金額：定額

団体・個人
（公財）
住友財団

地域創造部
文化財課

文化財保護活動へ
の助成

国、都道府県及び市町村の指定文化財、歴史遺産やこれに準じる文
化財、歴史遺産の保存・修復・公開活用及びこれらの環境保全等に
関わる事業や活動に対する助成
  助成対象：非営利法人またはそれに準ずる任意団体
　助成金額：定額

団体等
（公財）
朝日新聞
文化財団

地域創造部
文化財課

地域文化活動事業
助成

各地の民俗芸能の保存伝習事業、公演又は公開事業に対する助成
　助成金額：200千円が上限
　助成割合：10/10

地域の芸術
文化団体

（一財）
冲永文化
振興財団

地域創造部
文化財課

地域伝統芸能等保
存事業（映像記録
保存事業）

市町村が実施する、各地域で失われつつあり、記録の少ない伝統芸
能等を映像に記録・保存する事業に対する助成
　助成金額：2,000千円（上限）
　助成割合：2/3以内

市町村等、
民間事業者

（一財）
地域創造

地域創造部
文化財課

地域伝統芸能等保
存事業（地方フェ
スティバル事業）

地方公共団体が実施する、地域固有の伝統芸能を保存・継承するた
めの公演事業に対する助成
　助成金額：市町村500千円（上限）
　助成割合：1/2以内

市町村等
（一財）
地域創造

地域創造部
文化財課

地域伝統芸能等保
存事業（保存・継
承活動支援事業）

市町村が実施する、地域固有の伝統芸能を保存・継承するために活
動している団体等の支援事業に対する助成
　助成金額：300千円（上限）
　助成割合：1/2以内

市町村
（一財）
地域創造

地域創造部
文化財課
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６．地域の観光・文化へのサポート
（３）地域の国際化に向けたサポート

区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

在住外国人コミュ
ニティ活動支援補
助金

県内における多文化共生施策の一環として、県内の在住外国人コミ
ュ二ティの活性化に向けた活動に対する助成
　助成内容：在住外国人コミュニティの活性化を図るとともに、日
　　　　　　本人との交流により多文化共生にも資する事業のうち､
　　　　　　新たに取り組む事業
  助成金額：1,000千円（上限）
　助成割合：1/2（市町村、民間事業者）
　　　　　　10/10（在住外国人コミュニティ等）
　　　　　　※2年目以降の申請の場合、それぞれ1/4、1/2

  県予算額：5,000千円

市町村、民
間事業者、
在住外国人
コミュニ
ティ等

奈良県
知事公室
国際課

新　行政・生活情
報多言語化支援補
助金

県内在住外国人が安全・安心に暮らしていくことができるよう、わ
かりやすい行政・生活情報を作成する市町村が多言語化に取り組む
活動に対する助成
　助成内容：市町村が実施する多文化共生に関する事業のうち、行
　　　　　　政・生活情報を掲載した広報媒体の多言語化に関する
　　　　　　事業
  助成金額：500千円（上限）
　助成割合：1/3、1/2（複数市町村が連携する場合）

  県予算額：2,000千円

市町村 奈良県
知事公室
国際課

④国から
の助成

外国人受入環境整
備交付金

在留外国人に対し、生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に到達
できるよう、情報提供及び相談を多言語で行うワンストップ型の相
談窓口の設置・拡充又は運営に対し助成
　助成割合：設置・拡充  交付金対象事業費の10/10
　　        運営　　　　交付金対象事業費の1/2
　上 限 額：設置・拡充、運営事業毎に以下の金額を限度に交付
　　　　　　　外国人住民数　5,000人以上　10,000千円
　　　　　  　　　　　 1,000人～4,999人　 5,000千円
              　　　　 　　500人～999人　 3,000千円
 　　　　　　　　　　　 　　　500人未満　 2,000千円

市町村
出入国在
留管理庁

知事公室
国際課

⑤公的団
体からの
助成

経済活動助成事業

地方公共団体が企画するなど、事業に直接関与している海外販路開
拓事業、海外観光客誘致事業で、将来的に経済効果が見込まれ、他
の地方公共団体の取組の参考となる事業への助成
※助成対象経費が2,000千円以下の事業は対象外
　助成内容：①地方公共団体の地元産品等の海外販売促進のために
　　　　　　　実施する事業、地方公共団体への海外観光客の誘致
　　　　　　　促進のために実施する事業
　　　　　　②新規事業又は継続事業で特色が示せる事業
　助成金額：5,000千円（海外で活動を行う事業の上限）
　　　　　　3,000千円（日本国内で活動を行う事業の上限）
　助成割合：1/2以内

市町村
（一財）
自治体国
際化協会

知事公室
国際課

自治体国際協力促
進事業（モデル事
業）

地方公共団体が行う国際協力活動の一層の推進を図るため、地方公
共団体等が行う国際協力事業の中から先駆的な役割を果たす事業へ
の助成
※助成対象経費が1,000千円以下の事業は対象外
　助成内容：①地方公共団体等が連携して実施する国際協力事業
　　　　　　②他の地方公共団体等のモデルケースとなり得る先駆
　　　　　　　的事業
　助成金額：5,000千円
　　　　　　（複数の地方公共団体等で実施する事業の上限）
　　　　　　3,000千円
　　　　　　（単独の地方公共団体等で実施する事業の上限）
　助成割合：10/10

市町村、地
域国際化協
会、上記団
体と連携す
るＮＧＯ

（一財）
自治体国
際化協会

知事公室
国際課

①県から
市町村に
対する直
接助成
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区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当

⑤公的団
体からの
助成

国際交流支援事業

地方公共団体等が実施する国際交流事業のうち、交流の拡大や発展
により、地域住民等の幅広い参画が見込まれる新規事業または周年
事業等の特色が示せる継続事業で、次のいずれかに該当する事業へ
の助成
※助成対象経費が2,000千円以下の事業は対象外
　助成内容：①姉妹提携・友好提携に関する記念事業
　　　　　　②文化・芸術・研究に関する交流事業
　　　　　　③青少年交流に関する事業
　　　　　　④国際会議に関する事業
　　　　　　⑤その他地域の特色を活かした交流事業
　助成金額：5,000千円（主として海外で行う事業の上限）
　　　　　　3,000千円（主として日本国内で行う事業の上限）
　助成割合：1/2以内

市町村、地
域国際化協
会

（一財）
自治体国
際化協会

知事公室
国際課

コミュニティ助成
事業（地域国際化
推進助成事業）

市町村が認めるコミュニティ国際交流組織が実施する多文化共生、
国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ
他の団体の模範となるソフト事業への助成
　助成内容：地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の
　　　　　　団体の模範となるソフト事業
　助成金額：2,000千円（上限）
　助成割合：10/10

市町村、広
域連合等

（一財）
自治総合
センター

知事公室
国際課

多文化共生のまち
づくり促進事業

地方公共団体等が実施する多文化共生を推進する事業のうち、特に
重要性、必要性が高く、他団体の範となる事業に対する助成
　助成内容：①医療・保健・福祉支援事業
　　　　　　②防災支援事業
　　　　　　③教育支援事業
　　　　　　④労働環境整備事業
　　　　　　⑤居住・生活支援事業
　　　　　　⑥外国人住民の自立と社会参画支援事業
　　　　　　⑦上記事業実施に係る情報の多言語化や日本語学習
　　　　　　　支援事業
　助成金額：4,000千円（複数の市町村等で実施する事業の上限）
　　　　　　3,000千円（単独の市町村等で実施する事業の上限）
　　　　　　※下限額：500千円
　助成割合：10/10

市町村、地
域国際化協
会等

（一財）
自治体国
際化協会

知事公室
国際課
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